
平成１９年３月１日以降も

政府管掌健康保険の介護保険料率については、

事業主・被保険者の皆様へ

これまでと変わらず１．２３％です。
平成１９年４月１日から医療保険制度改正により、

標準報酬月額、標準賞与額、傷病手当金、出産手当金等
が改正されます。

■平成１９年３月分以降の政府管掌健康保険の介護保険料率
について

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成１９年３月分（平成１９年５月１日納付期限分）以降の保

険料についても、これまでと変わらず１．２３％です。４０歳から６４歳までの介護保険

第２号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率（８．２％）と合わせて、
９．４３％となり変更はありません。
また、厚生年金保険にかかる保険料率についても変更はありません。

（注）健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりま
す 別途ご確認 ただくようお願 た ますすので、別途ご確認いただくようお願いいたします。

■健康保険の標準報酬月額の上限・下限および
標準賞与額の上限の改正 （平成１９年４月より）

保険料や保険給付金額の算出のもととなる健康保険の標準報酬月額は現在 「第１級（98 000円）～保険料や保険給付金額の算出のもととなる健康保険の標準報酬月額は現在、「第１級（98,000円）～
第３９級（980,000円）の全３９等級」となっていますが、改正に伴い、標準報酬月額の上限・下限にそれ
ぞれ４等級追加され、「第１級（58,000円）～第４７級（1,210,000円）の全４７等級」に拡大されます。
また、健康保険の標準賞与額の上限は現在、「１ヶ月あたり２００万円」となっていますが、改正に伴い、

「年度の累計額５４０万円」となります。（年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日まで）
厚生年金保険については、これまでどおり標準報酬月額は「第１級（98,000円）から第３０級（620,000
円）」の全３０等級、標準賞与額の上限は、「１ヶ月あたり１５０万円」です。
平成１９年４月分からの保険料額表については ４ペ ジをご覧ください平成１９年４月分からの保険料額表については、４ページをご覧ください。

改正前 改正後

等級 ３９等級 ４７等級

【健康保険標準報酬月額の改正】 【健康保険標準賞与額上限の改正】

改正前
１回につき

改正後
年度の累計額

上限 ９８０，０００円 １，２１０，０００円

下限 ９８，０００円 ５８，０００円

社会保険庁 http://www.sia.go.jp/

１回につき
２００万円

年度の累計額
５４０万円



【標準報酬月額上下限の改正に伴う標準報酬月額の改定について（経過措置）】

平成１９年４月１日時点での直近の定時決定または随時改定等の際に届出された内容（報酬月額）に

基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で標準報酬月額の
改定（平成１９年４月～８月の標準報酬月額に適用）を行われます。
（４月に随時改定等を行う被保険者を除く。）

被保険者が病気やけがのために仕事を休み 給料をうけられないときに支給される「傷病手当金」 被

■傷病手当金・出産手当金の支給額の改正
（平成１９年４月より）

（４月に随時改定等を行う被保険者を除く。）

改正前
標準報酬 額

改正後
標準報酬 額

被保険者が病気やけがのために仕事を休み、給料をうけられないときに支給される「傷病手当金」、被
保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「出産手当金」の支給額は現
在、１日につき標準報酬日額の６割に相当する額が支給されています。

改正に伴い、「標準報酬日額の３分の２に相当する額」に引き上げられます。

■任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止
（平成１９年４月より）

標準報酬日額の
６割に相当する額

標準報酬日額の
３分の２に相当する額

任意継続被保険者に支給されている傷病手当金・出産手当金について、支給が廃止されます。
なお、これ以外の現金給付（出産育児一時金、高額療養費、埋葬料等）については従来どおり支給され
ます。

■資格喪失後の出産手当金の廃止 （平成１９年４月より）

【任意継続被保険者に対する傷病手当金および出産手当金の廃止にかかる経過措置について】

平成１９年４月１日の前日において傷病手当金および出産手当金の支給を受けていた任意継続被保険

資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して１年以上あり、被保険者資格喪失後６ヶ月以内に
出産した場合に支給されている出産手当金が廃止されます。

なお、出産育児一時金については、従来どおり支給されます。

平成１９年４月１日の前日において傷病手当金および出産手当金の支給を受けていた任意継続被保険
者の方または受けることができる任意継続被保険者の方は、平成１９年４月１日以降も支給されます。

支給事由が生じた後に任意継続
被保険者となった方については、
平成１９年４月１日以降は、任意継
続被保険者の標準報酬日額の３

（経過措置事例）

標準報酬日額の 任意継続被保険者の標準

H19.4.1
■傷病手当金、出産手当金の支給事由発生後に任意継続被保険者となった方

続被保険者の標準報酬日額の３
分の２に相当する額が支給されま
す。

２

支給事由発生

任意継続被保険者の標準報酬日額の３分の２

▲

標準報酬日額の
６割

▲

任意継続被保険者の標準
報酬日額の６割

任意継続被保
険者資格取得



支給事由が生じた際に任意継続
被保険者であった方については、
平成１９年４月１日以降も標準報
酬日額の６割に相当する額が支
給されます

■傷病手当金、出産手当金の支給事由発生時に任意継続被保険者であった方

▲

任意継続被保険者の標準報酬日額の６割

H19.4.1

任意継続被保険者の
標準報酬日額の６割

▲

【資格喪失後６ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金の廃止にかかる経過措置について】

平成１９年３月３１日において 資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して１年以上あり 資

給されます。▲
任意継続被保
険者資格取得

▲
支給事由発生

平成１９年３月３１日において、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して１年以上あり、資
格喪失後６ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けている方、または受ける
ことができる方には、平成１９年４月１日以後も出産手当金が支給されます。

（経過措置事例）

■資格喪失後６ヶ月以内である平成１９年５月１１日に出産した方

６ヶ月以内

H19.5.11出産

資格喪失時の標準報酬日額の６割

H19．3．31受給開始（出産の日以前４２日、出産の日後５６日までの間
支給）

１年以上の被保険者期間

▲
資格喪失

▲

　資格喪失時の標準報酬日額の６割

H19.4.1

■高額療養費の現物給付化の実施（平成１９年４月より）

※平成１９年３月３１日において、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して１年以上あり、
資格喪失後６ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けている方、または受
けることができる方とは、平成１９年５月１１日までに出産した方が対象となります。

　　　資格喪失時の標準報酬日額の６割

医療機関での窓口負担を軽減するため、７０歳未満の方についても、事前に社会保険事務所の認定
を受けることにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを高額療養費における自己負担限
度額までとすることが可能となります。

医療機関 70歳未満の方 社会保険事務所医療機関 70歳未満の方

①社会保険事務所へ事前申請

社会保険事務所

③医療機関での窓口の支払
いの際に 社会保険事務所 ②被保険者の所得区分を認定しいの際に、社会保険事務所
で発行された書類を提示す
る。

②被保険者の所得区分を認定し、
これを証明する書類を被保険者
に交付

３


